
駐車監視員活動ガイドライン
平成２１年１１月４日策定

駐車監視員とは、警察署長の委託を受けた法人の下で、地域を巡回し、放置車両の確認や確認標章の取付
けなどの仕事を行う人のことであり、法律上の資格が必要とされています（反則告知をしたり、金銭の徴収
をしたりすることはありません ）。

本ガイドラインは、このような駐車監視員の活動方針を定めるものです。
なお、この地域では、警察官による取締りも強化されます。

駐車監視員は、下記の路線、地域、時間帯を重点に巡回し、放置車両の確認等を実施する。

◎ 最重点路線

路 線（区間） 重点時間帯

市道宮城野通線（通称宮城野大通り）
仙台駅東口交差点～駅前サンモール仙台サンプラザ前交差点の間 ９時～１９時

◎ 重点路線

路 線（区間） 重点時間帯

市道榴岡１号線、榴岡２号線、東七番丁車町線（通称東七番丁） １０時～１９時
東七番丁二十人町交差点～東七番丁北目町通交差点の間

市道東八番丁中江(その１)線、東八番丁中江(その２)線（通称東八番丁）
東八番丁榴ヶ岡交差点～北目東八交差点の間 １０時～１９時

市道宮沢根白石(その１)線、宮沢根白石(その２)線（通称東十番丁）
榴ヶ岡２１先交差点～北目町通林香禅院北側交差点の間 １０時～１９時

◎ 新重点路線（平成２２年４月１日から）

路 線（区間） 重点時間帯

県道荒浜原町線 １０時～１９時
総合グランド前交番前交差点～榴岡公園東交差点の間

市道宮城野通線（通称宮城野大通り） １０時～１９時
駅前サンモール仙台サンプラザ前交差点～総合グランド交番前交差点の間

市道元寺小路福室線（その２） １０時～１９時
榴岡公園東交差点～二十人町１９７－１先交差点の間

市道榴岡公園西線
二十人町１９７－１先交差点～駅前サンモール仙台サンプラザ前交差点の間 １０時～１９時

◎ 最重点地域

地 域 重点時間帯

榴岡１丁目、同４丁目周辺 ９時～１９時

◎ 重点地域

地 域 重点時間帯

榴岡２丁目、同３丁目、同５丁目、名掛丁、東六番丁周辺 ９時～１９時

◎ 新重点地域（平成２２年４月１日から）

地 域 重点時間帯

宮城野１丁目、西宮城野７～１１番 １０時～１９時

◎ 自動二輪・原付重点地域

地 域 重点時間帯

仙台駅周辺、宮城野大通り 終 日

宮 城 県 仙 台 東 警 察 署
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